
　　　　　　　北朝鮮による拉致被害者の早期救出と政府未認定の
　　　　　　　特定失踪者の真相究明を求める意見書（要約）

　北朝鮮による日本人拉致問題は、わが国の主権と国民の生命・安全に関わる重要な問題であり、拉致
被害者や特定失踪者及びその他多数の不明者全員の一刻も早い救出は国民すべての願いである。しかし
ながら、先の日朝実務者協議で過去にも北朝鮮が行ったとしている再調査内容を白紙に戻すよう日本が
求めたのに対し、北朝鮮は「生存者を発見し、帰国させるための全面的な調査」との表現についても同
意を拒否し、これまでと同様、一方的な主張を繰り返すなど不誠実極まりない態度に終始し、拉致問題
は何ら具体的な進展を見せていない。このことは、拉致被害者や特定失踪者ら家族の思いをふみにじり、
日本国民と政府を愚弄するものである。
　よって、国会、関係行政庁においては、下記の事項について一刻も早く、実現されるよう強く要請す
るものである。

記

１．北朝鮮による拉致問題の膠着状態の現状を打開し、生存者全員の早期帰国を実現すること。

２．政府未認定の特定失踪者について真相を調査解明し、拉致認定して早期救出を図ること。

　　　　　　　独立行政法人都市再生機構の家賃減免等の措置を
　　　　　　　求める意見書（要約）

　独立行政法人都市再生機構は、約７７万戸のＵＲ賃貸住宅を管理しているが、継続して居住している
者に適用している継続家賃について市場家賃等を基本とした改定を行うとして検討を進めている。
　当市における居住者の現状は６０歳以上の世帯が５８．７％、年収４４３万円未満の世帯が８３．７％
となっており、急速な高齢化、年金生活世帯の増加、世帯収入の低さが特徴となっており、このことは
全国に共通する現実である。
　国会においては２００３年５月、衆議院附帯決議で「居住者にとって過大な負担とならないよう家賃
制度や家賃改定ルールに対する十分な配慮に努めること」、また２００７年７月には低所得者、高齢者
等の居住の安定を図るため「住宅セーフティネット法」が成立し、ＵＲ賃貸住宅にも位置づけられた。
　このような居住者の実態、国会からの要請や住宅法制における位置づけ、さらに米国発の金融危機に
伴う現在の経済情勢の中で、家賃改定は一層の生活不安をもたらすことは明らかである。よって、関係
機関において下記の事項を実現するよう強く要望する。

記

１　２００９年４月に予定している家賃改定、値上げは行わないこと。

２　高齢者等への家賃減免措置を拡充し、子育て世帯に対する居住支援措置をとること。

３　家賃制度と「改定ルール」について、居住者の収入に応じ、負担能力を考慮する方式に改めること。

４　居住の安定を図るため万全の措置を講じること。

市政の動きをあなたの目で
どなたでも傍聴できますので、
お気軽にお越しください。

市議会を
傍聴してみませんか市議会を
傍聴してみませんか市議会を
傍聴してみませんか
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緊急的な企業、雇用支援を求める決議（要約）

　現下の経済情勢は未曾有の経済危機と表現されるとおり、世界的に影響が拡大している。わが国にお
いては、先行きの不透明感は増すばかりである。狭山市においては大手自動車製造業などの好況により、
ここ数年、税収の増大という恩恵を受けてきたが、来年以降は厳しい状況が予想される。また、市内事
業者においても売り上げの低迷、資金繰りの確保が困難になる場合も予想される。
　狭山市は今日に至るまで、独自の施策により、著しい成果を挙げてきた。融資制度においては利子補
給制度、保証料の補助などは県内においても最高の水準にある。雇用の支援では、ハローワークの機能
をもつ地域職業相談室の設置、茶レンジ JOB さやまの開設など有効な施策を講じている。このような
成果をさらに強力に推し進め、苦境に立つ企業、雇用を守り、積極的な支援が今こそ必要である。
　以上のことから下記の事項について強く求める。

記

１．公共調達等について
　(1) 市内企業の積極的活用　(2) 市内消費の促進　(3) 公共事業の前倒し実施
２．融資制度について
　(1) 貸し渋り防止に向けて各金融機関への要請　(2) 市内企業に狭山市の優れた融資制度の周知徹底
　(3) 県内他自治体の融資制度の動向調査
３．雇用について
　(1) 急減速する経済状況を踏まえて、雇用対策を講じること　(2) 市内の雇用情勢の動向把握に努めること
４．その他
　(1) 国、県、関係機関の情報収集と連携強化　(2) 各相談業務の強化、充実

田中寿夫議員に対し再度、反省と謝罪を求める決議（要約）

　平成 20 年 6 月定例会において、会派「市民２１」に対して狭山市議会は反省と謝罪を求める決議を
行った。その経緯は「リサイクルプラザ建設に係わる疑惑」と称して、同会派より申し出のあった件に
ついて、総務経済委員会の場で所管事務調査を行い、十分に調査を行った結果、正当な事務行為である
ことが委員会の総意として、田中寿夫委員も含めて異議なく確認され、終結した。これを受け、同会派
の指摘はすべてが憶測に基づくものであることが明らかとなったため、議会人が十分な調査や明確な根
拠がなく、市民に対して、誤解や疑念を抱かせる発言を意図的に行うことは市民を欺く行為であり、市
民の代表者として議員の資質を大いに欠くものであると指摘し、決議を行った。
　本定例会においても田中寿夫議員は、これまでも厳重なる注意と猛省を促され、謝罪を求められてい
たにも係わらず、一般質問の場で、挑発的発言をし、取り消したものの議会を混乱に陥れる行為に至っ
た。一般質問は、市政に対する自らの意見や執行者への質問を行う場であって、議会決議を侮辱、愚弄
するような場ではない。さらに、今回の発言は自らの委員会での態度とも矛盾し、議会人として、ただ
ただ議会を侮辱し混乱に陥れることを目的としていると断ぜざるを得ない。
　よって、狭山市議会は、田中寿夫議員に対し、再度反省と謝罪を求めるものである。

名  称 場　所  ／   ＵＲＬ 相談・問合せ

地域職業相談室 中央図書館 � 階
地域職業相談室
TEL 29�2-0901

雇用情報提供サービス ( 情報サイト )

「茶レンジJOBさやま」

[ パソコン版 ]
http://www.cj-sayama.com/
[ モバイル版 ]
http://www.cj-sayama.com/m/

商工業振興課
TEL 29�3-1111

（内線 2��3）

雇用相談の援護
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